
若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム 新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

改  正  案 現   行

若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム

2018年２月20日

若年者への消費者教育の推進に関する

４省庁関係局長連絡会議決定

（改定：2018年７月12日）

１．趣旨

（略）

２．実践的な消費者教育の取組の推進

（１）高等学校等における消費者教育の推進

  ①～③ （略）

  ④ 教員の養成・研修【消費者庁・文部科学省】

・若年者の消費者教育分科会による、大学の教員養成課程、現職教員研修、教員免

許更新講習等における消費者教育に関する取組についての取りまとめ（平成 30

年６月29日）を受けた消費者教育推進会議における審議（平成30年７月９日開

催）を踏まえ、別紙のとおり、教員による消費者教育の指導力向上のための取組

を推進する。

（２）大学等における消費者教育の推進

（略）

（３）その他

  ① （略）

若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム

2018年２月20日

若年者への消費者教育の推進に関する

４省庁関係局長連絡会議決定

１．趣旨

（略）

２．実践的な消費者教育の取組の推進

（１）高等学校等における消費者教育の推進

  ①～③ （略）

  ④ 教員の養成・研修【消費者庁・文部科学省】

・若年者の消費者教育分科会においては、大学の教員養成課程、現職教員研修、教

員免許更新講習等における消費者教育に関する取組について検討を行っている

（平成30年６月取りまとめ予定）。その報告を受けた消費者教育推進会議におけ

る審議（平成 30 年夏ごろ開催予定）を踏まえ、消費者教育に関する取組を推進

する。

（２）大学等における消費者教育の推進

（略）

（３）その他

  ① （略）
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  ② 大学等及び社会教育における消費者教育の指針を見直し、大学等及び教育委員

会に対して周知を行う。【文部科学省】

３．関係省庁間の連携の推進

（略）

４．各施策の実施時期とフォローアップ

（１）・（２） （略）

（別紙） （略）

  ② 大学等及び社会教育における消費者教育の指針を見直す。【文部科学省】

３．関係省庁間の連携の推進

（略）

４．各施策の実施時期とフォローアップ

（１）・（２） （略）

【新規】


